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国立大学法人岡山大学利益相反マネジメント委員会規程 

 
                              平成３０年４月１７日 
                              岡 大 規 程 第 ４ ０ 号  
                        改正 平成３１年３月２９日規程第５２号 

                               令和２年４月１日規程第４６号 

                               令和４年１月１７日規程第１号 

令和６年３月２９日規程第４９号  

令和７年４月３０日規程第４６号   

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人岡山大学利益相反マネジメント規程（以下「マネジメン

ト規程」という。）第５条第２項の規定に基づき国立大学法人岡山大学利益相反マネジメ

ント委員会（以下「マネジメント委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 

 （委員会の職務） 

第２条 マネジメント委員会は、個人及び組織に係る利益相反を適正に管理するため、次に

掲げる事項を所掌する。 

一 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること 

二 利益相反防止に関する施策に関すること 

三 利益相反に係る審査及び回避要請等に関すること 

四 利益相反マネジメントのための調査に関すること 

五 利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関すること 

六 外部からの利益相反の指摘への対応に関すること 

七 その他本学の利益相反マネジメントに関する重要事項 

 

 （委員会の構成） 

第３条 マネジメント委員会は、次の委員によって構成する。 

一 研究担当理事が兼ねる副学長 

二 企画・評価・総務担当理事 

三 マネジメント規程第６条に規定する利益相反アドバイザーのうち、次条に定める委

員長が必要と認めた者 

四 研究・イノベーション共創管理統括部長 

五 本学以外の利益相反の管理等に関する知見を有する外部有識者 

六 その他次条に定める委員長が必要と認めた者 
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 （委員長） 

第４条 マネジメント委員会に委員長を置き、前条第一号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、マネジメント委員会の会議を主催し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。 

 

 （任期） 

第５条 第３条第５号及び第６号に掲げる委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員会の運営） 

第６条 マネジメント委員会は、毎年度１回以上開催するものとする。 

２ 委員長は、利益相反アドバイザーから申し出があったときは、マネジメント委員会を開

催しなければならない。 

３ 委員長はマネジメント規程第１０条又は第１４条の不服申し立てがあったときは、請

求を受理したときから１４日以内にマネジメント委員会を開催し、再審議しなければな

らない。その際、当該事項に係る当事者をマネジメント委員会に出席させ、意見を述べる

機会を与えなければならない。 

４ マネジメント委員会は、原則として、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことが

できない。 

５ マネジメント委員会の議事は、出席した委員全員の合意をもって決する。 

６ 委員長及び委員は、自己の携わる利益相反に係る事案について、その議事に加わること

ができない。この場合、議事に加わることができない委員の数は、第４項及び第５項の委

員の数に算入しない。 

７ 委員長は利益相反に関する重要事項について専門的見地からアドバイスを受けるため、

外部の学識経験者の出席を求めることができる。 

８ 委員長は、マネジメント委員会の審議結果を学長に報告するものとする。 

 

 （事務） 

第７条 マネジメント委員会に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究・イノベーショ

ン共創管理統括部産学連携課において処理する。 

 

 （雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、マネジメント委員会の運営に関し、必要な事項は、

マネジメント委員会が別に定める。 
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   附 則 

１ この規程は、平成３０年４月１７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

２ 平成３０年３月３１日において、岡山大学利益相反マネジメント委員会内規（平成１６

年８月２０日学長裁定、以下「内規」という。）第３条第３号の委員であった者が、引き

続き、第３条第３号の委員となるときの任期は、平成３１年３月３１日までとする。 

３ 平成３０年３月３１日において、内規第３条第５号の委員であった者が、引き続き、第

３条第６号委員となるときの任期は、第５条の規定にかかわらず、平成３１年３月３１

日までとする。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和４年１月１７日から施行し、令和３年３月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月３０日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


